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○うるま市成年後見制度利用支援事業実施要綱 

令和５年３月３日 

告示第３５号 

うるま市成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成２１年うるま市告示第４９号）の

全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この告示は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが

困難である者に対し、予算の範囲内において、本市が行う助成金の交付について、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「被後見人等」とは、民法（明治２９年法律第８９号）第８

条の成年被後見人、同法第１２条の被保佐人又は同法第１６条の被補助人をいう。 

２ この告示において「後見人等」とは、民法第８条の成年後見人、同法第１２条の保

佐人又は同法第１６条の補助人をいう。 

３ この告示において「後見監督人等」とは、民法第８４９条の規定により選任された

後見監督人、同法第８７６条の３第１項の規定により選任された保佐監督人又は同法

第８７６条の８の規定により選任された補助監督人をいう。 

４ この告示において、「申立人」とは、本人、配偶者又は４親等以内の親族で民法第

７条、第１１条及び第１５条の審判の請求を行うものをいう。 

（助成金の種類） 

第３条 助成金の種類は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 民法第７条に規定する後見開始の審判（同法第１１条に規定する保佐開始の

審判及び同法第１５条に規定する補助開始の審判を含む。）の申立てに要した費用

（以下「申立費用」という。） 

（２） 後見人等（後見監督人等が選任された場合は当該後見監督人を含む。以下同

じ。）の業務に対する報酬（以下「報酬」という。） 

（助成の対象者） 

第４条 助成の対象者は、被後見人等が、次の第１号及び第２号に該当し、かつ、第３

号から第５号のいずれかに該当する者とする。 
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（１） 被後見人等が本市の介護保険法（平成９年法律第１２３号）による被保険者

又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）による給付を受ける者 

（２） 被後見人等が本市以外の市区町村から受ける同様の助成金その他これに類す

るものを受けてない者 

（３） 本市における老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１０条の４及び同

法第１１条に規定する措置を受ける者 

（４） 本市における身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第１

項又は第２項、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４第１項

又は第１６条第１項第２号に規定する措置を受ける者 

（５） 被後見人等が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けて

いる者又はこれに準ずる者 

２ 前条第１号の申立費用の助成は申立人に、同条第２号の報酬の助成は被後見人等に

対して行うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第８条第２項に規定する助成の申請を行う前に被後見人

等が死亡した場合又は家庭裁判所により報酬の付与の審判が被後見人等の死亡後に

行われた場合は、報酬を付与するとされた後見人等に対して助成を行うものとする。 

（申立費用の助成の要件） 

第５条 申立費用は、被後見人等が第１号から第３号までのいずれかに該当し、かつ、

申立人が第４号又は第５号に該当する場合に助成するものとする。 

（１） 被後見人等が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けて

いるとき。 

（２） 被後見人等の資産から申立費用を控除した場合に、生活保護法による保護の

基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）の最低生活費を下回るとき。 

（３） その他市長が被後見人等の生活状況が困窮していると認めるとき。 

（４） 申立人が生活保護法による保護を受けているとき。 

（５） 申立人の市民税が非課税のとき。 

（報酬の助成の要件） 

第６条 報酬は、被後見人等が第１号又は第２号に該当し、かつ、後見人等が第３号に
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該当する場合に助成するものとする。 

（１） 家庭裁判所へ報酬付与の申立て時に提出した書類において、被後見人等の預

貯金、有価証券、保険契約等の即時に現金化が可能な本人名義の資産の合計額が４

５万円以下であること。 

（２） その他市長が被後見人等の生活状況が困窮していると認めるとき。 

（３） 家庭裁判から報酬の付与を認める審判を受けたとき。 

２ 被後見人等が死亡した場合において、被後見人等が死亡した時に前項の要件に該当

するときは、報酬の助成を行うものとする。 

（助成金の額等） 

第７条 申立費用の助成金額は、審判請求に係る収入印紙代、郵便切手代、当期印紙代、

各種証明書代、診断書作成料、鑑定料等の実費額とする。 

２ 報酬の助成金の月額（以下「月額」という。）は、後見人等に対し報酬付与を認め

る家庭裁判所の審判（以下「審判」という。）において認められた報酬額を当該審判

において報酬として認められた期間（以下「報酬期間」という。）で除して得た額（１

００円未満は、切り捨てるものとする。）と、次の表に定める額と比較して低い方と

する。 

被後見人等の状況 助成金額（報酬） 

在宅 月額２８，０００円 

施設入所 月額１８，０００円 

３ 報酬の助成金額は、次の各号の場合により算定した額とする。 

（１） 報酬期間が、１年以下である場合 

月額×報酬期間の始めの月から終わりの月までの月数 

（２） 報酬期間が、１年以上である場合 

月額×審判の確定日の１年前の日の属する月から報酬期間の最後の月までの月

数 

４ 被後見人等が、医療法（昭和２３年法律第２０５号）で定める医療提供施設（介護

保険給付の対象となる施設を除く。）に入院した場合は、入院の日から３月を超えた

日の翌月から、施設入所とみなす。 

５ 前２項に規定する助成の対象費用は、当該被後見人等につき、後見人等が数人ある
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ときは、各々の報酬付与額を合算した額を上限とする。 

（助成金の申請） 

第８条 申立費用の助成の交付を受けようとする者は、審判の確定日から半年以内に、

成年後見等開始審判申立に要する費用助成申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に申請しなければならない。 

（１） 後見等開始申立書 

（２） 被後見人等の財産目録の写し 

（３） 被後見人等名義の預金通帳の写し等残高が分かる書類 

（４） 申立て費用の領収書の写し等の必要経費を証明する書類 

（５） 申立人の非課税証明書 

（６） 代理人又は後見人等が申請する場合は、代理人又は後見人等であることを証

明する書類 

２ 報酬の助成の交付を受けようとする後見人等は、審判の確定日から半年以内に、成

年後見制度利用支援事業報酬助成申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に申請しなければならない。 

（１） 審判の写し 

（２） 被後見人等の財産目録の写し 

（３） 被後見人等名義の預金通帳の写し等残高が分かる書類 

（４） 後見事務報告書の写し 

（５） 活動内容が記載された報告書（任意様式） 

（６） その他市長が必要と認める書類 

３ 前項の申請書は、９月２０日までに受理したものは前期として、３月２０日までに

受理したものは後期として処理するものとする。 

（助成金の支給の決定） 

第９条 市長は、前条の申請があったときは、被後見人等の資産状況等の実態を確認し、

助成金の支給の可否、助成金の支給額等を決定するものとし、成年後見制度利用支援

事業助成金（支給・不支給）決定通知書（様式第３号）により当該申請者へ通知する

ものとする。 

（助成金の支給） 



‐5‐ 

第１０条 前条の規定により交付決定された申立費用助成金及び報酬助成金の支給は、

決定した月の翌月末日までに、被後見人等の口座へ振り込むものとする。 

（後見人等の報告義務） 

第１１条 報酬助成を受ける後見人等は、当該被後見人等の生活状況（被後見人等が死

亡した場合を含む。）及び資産状況に変化があったとき、又は第４条の規定に該当し

なくなったときは、市長に対し、成年後見制度利用支援事業助成金支給変更（中止）

届（様式第４号）により、速やかにその旨を届け出なければならない。 

（支給決定の取消し） 

第１２条 市長は、助成金の支給決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、助成

金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 被後見人等の資力の回復、その他の事情の変更により助成が不適当であると

認められるとき。 

（２） 後見人等が、前条の成年後見制度助成金支給変更（中止）届を提出する義務

を怠ったとき。 

（３） その他不正の行為があると認めたとき。 

（助成金の返還等） 

第１３条 市長は、前条の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において当該

取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、成年

後見制度利用支援事業助成金返還命令通知書（様式第５号）により、返還を命ずるも

のとする。 

（被後見人等の死亡後の報酬助成申請等） 

第１４条 後見人等であったものは、次の各号のいずれにも該当する場合には、被後見

人等の死亡後に報酬助成の申請をすることができる。 

（１） 第８条第２項の規定による申請を行う前に本人が死亡した場合 

（２） 死亡時において、被後見人等が第４条に規定する要件を満たす場合 

（３） 被後見人等の遺留した資産から報酬付与等の決定額の一部又は全額を受領で

きない場合 

２ 成年被後見人等の死亡後の報酬の助成金は、第７条第２項から第４項までの規定を

準用する。この場合において、被後見人等の遺留した資産から審判において認められ
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た報酬額の一部を受領できるときの月額は、当該報酬額から被後見人等の遺留した資

産を差し引いた後の額と、第７条第２項の表に定める額と比較して低い方とする。 

３ 前項に規定する申請は、第８条の規定を準用する。 

４ 前項の規定により助成金の支給が決定された場合は、当該後見人等への口座へ振り

込むものとする。 

（台帳整備） 

第１５条 市長は、後見人等の報酬助成金の支給を決定した被後見人等について、成年

後見制度報酬助成金支給台帳（様式第６号）を整備しなければならない。 

（補則） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、改正前のうるま市成年後見制度利用支援事業実

施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定により

なされたものとみなす。 
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様式第１号（第８条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第９条関係） 

様式第４号（第１１条関係） 

様式第５号（第１３条関係） 

様式第６号（第１５条関係） 

 


